
詳しい相談については、
こども相談課（３４-６９６５）に連絡してね！ 相談先については、中を確認ください。

チラシに関する問い合わせはこども相談課（34-6965）へ。

ヤングケアラーとは、家族の介護その他の日常生活上の世話を
過度に行っていると認められるこども・若者のことです。



こども相談課（34-6965）へ連絡してください。

こども相談課

そうだんか


	スライド 1
	スライド 2

